
1 

○
佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
号
） 

１ 
国
際
課
の
所
属
を
経
営
支
援
本
部
か
ら
農
林
水
産
商
工
本
部
に
移
管
し
、
同
課
の
名
称

を
国
際
交
流
課
に
改
め
、
同
本
部
の
新
産
業
課
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
振
興
課
を
統
合

し
、
同
本
部
に
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
振
興
課
を
置
き
、
県
土
づ
く
り
本
部
の
水
資
源
対

策
課
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
三
条
関
係
） 

２ 

く
ら
し
環
境
本
部
の
循
環
型
社
会
推
進
課
、
農
林
水
産
商
工
本
部
の
雇
用
労
働
課
、
流

通
課
及
び
商
工
課
並
び
に
県
土
づ
く
り
本
部
の
河
川
砂
防
課
の
分
掌
事
務
の
一
部
を
改
め

る
と
と
も
に
、
国
際
交
流
課
及
び
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
振
興
課
の
分
掌
事
務
を
定
め
る

こ
と
と
し
た
。
（
第
七
条
、
第
九
条
、
第
一
一
条
及
び
第
一
三
条
関
係
） 

３ 

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
振
興
課
に
基
礎
科
学
・
新
領
域
振
興
室
を
、
河
川
砂
防
課
に
水

資
源
調
整
室
を
、
空
港
・
交
通
課
に
地
域
交
通
対
策
室
を
置
き
、
国
際
課
の
国
際
戦
略
室

を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
一
六
条
関
係
） 

４ 

国
際
戦
略
推
進
監
の
所
属
を
経
営
支
援
本
部
か
ら
農
林
水
産
商
工
本
部
に
移
管
し
、
同

本
部
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
技
術
監
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
一
条
関
係
） 

５ 

統
括
本
部
に
置
か
れ
た
職
に
あ
る
者
の
一
部
は
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
災

者
の
受
け
入
れ
支
援
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
処
理
し
、
農
林
水
産
商
工
本
部
に
置
か
れ

た
職
に
あ
る
者
の
一
部
は
海
外
施
策
の
総
合
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
処

理
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
五
条
関
係
） 

６ 

地
域
生
活
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
は
、
健
康
福
祉
本
部
の
所
管
に
属
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
別
表
関
係
） 

７ 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。 

８ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

９ 

佐
賀
県
公
有
財
産
規
則
及
び
佐
賀
県
財
務
規
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と

と
し
た
。 


